
1 
 

※1台の端末で二重ログインは禁止です。 

１．変更決定の国への申請データ提出の進め方【都道府県版】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 基準保険料率算出前 

・都道府県様式にある基準保険料率（基準応益割額・基準応能割率）の算出に必要な様式の報告デ
ータを市町村から受付けます。その際、変更決定のデータ入出力処理から、様式別の設定で「基
準保険料率確定前」を選択し、報告データの入力を行います。 
※詳細なデータ受付方法については、Ｐ９【５．保険者のデータを受付けるには】を参照くださ 
い。 

 

③ 基準保険料率算出後 

・市町村が提供された基準保険料率を入力し、報告必須様式を含めた全様式を都道府県に報告します。 
  そのデータを、変更決定のデータ入出力処理から、様式別の設定で「全様式」を選択し、報告データ
の入力を行います。 
※詳細なデータ受付方法については、Ｐ９【５．保険者のデータを受付けるには】を参照ください。 

・都道府県様式の全ての様式を作成し、変更決定の国報告用データ入出力処理から報告データを出力し
ます。 
※詳細なデータ出力方法については、Ｐ３８【１０．国への申請データを作成するには】を参照くだ 
さい。 

② 基準保険料率の算出 

・保険者から受付けたデータを集計し、調整対象需要額（様式３－３、３－４）を算出します。 
 その結果と仮係数に基づき、基礎表Ｘ（その４）において基準保険料率（基準応益割額及び基準
応能割率）を算出します。 

 ※詳細なデータ算出方法については、Ｐ２４【６．保険者データを集計するには】以降を参照く
ださい。 

・算出した基準保険料率（基準応益割額及び基準応能割率）を市町村に提供します。 

④ 国からの本係数提供後 

・国から提供された本係数を基礎表Ｘ（その４）に入力し、様式の再作成を行います。 
 ※詳細なデータ入力方法については、Ｐ４２【本係数通知後の処理について】を参照ください。 
・再作成した様式を含めた全様式を、変更決定の国報告用データ入出力処理から報告データを出力
します。 
※詳細なデータ出力方法については、Ｐ３８【１０．国への申請データを作成するには】を参照 
ください。 
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２．どのように進めていけばよいのか 

 

（１）調交システムでは、①実行する処理と②処理進行状況が連動することにより、現在何を行わなければいけ 

   ないのかが、メニュー画面上で判断ができますので、処理進行状況に従って処理を進めて下さい。 

（２）処理進行状況の指示（水色で表示されている処理）に関わらず、実行する処理を選択することにより前 

   に戻って作業をやり直すことができます。 

 

① 

② 
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（３）基本的な処理の進め方は次の通りです。 

  ※流れとして仮係数での基準保険料率算出後、全様式のデータを作成してデータ提出、 

   後日、本係数でのデータ提出となります。 

１ 

基 準保険料率 

算 出 前 

保 険 者 処 理 

先ず全保険者のデータ処理を完了して下さい。 

保険者処理を完了させるには 

①全保険者の申請データを読み込む。 

 ※保健事業処理の申請データがある場合は、そちらを先に全て受付けて下さい。 

 ※算出前の保険者データで、基準保険料率該当項目に０以外の数値が入力されていた場 

合、その保険者のデータは受付けられません。 

※保険者データの受付けについて、保険者にて作成した申請様式は常に全てを受付ける     

ようにしてください。 

 

②データで申請されない保険者については、データの入力を行い全ての処理を完了 

 させて下さい。 

↓  

２ 集計処理 
保険者データを集計して、県の集計表を作成します。 

 

↓  

３ 入力処理 
変更決定処理で使用する様式のデータの入力・確認・修正を行います。 

 

↓  

４ チェック処理 

様式毎の計算仕様に則り、自動計算項目の再計算及び様式間のデータ転記を一括で行った後 
様式毎のデータ整合性をチェックします。 

各様式の計算仕様につきましては、画面上の計算式ボタンよりそれぞれ参照ください。 

↓  

５ 印刷処理 
変更決定処理の印刷を行います。 

 

↓  

６ 

基 準 保 険 料 率 

算 出 後 

保 険 者 処 理 

①全保険者の申請データを読み込みます。 

 ※保険者データ基準保険料率該当項目に算出結果と異なる数値が入力されている場合、 

  データ受付け時のチェックでエラーとなります。エラーの場合においても報告データ 

を受付けることができますが、算出した基準保険料率の数値に影響が出る可能性が 

あります。 

※保険者データの受付けについて、保険者にて作成した申請様式は常に全てを受付ける     

ようにしてください。 

 

②データで申請されない保険者については、データの入力を行い全ての処理を完了 

させて下さい。 

↓  

７ 集計処理 
保険者データを集計して、県の集計表を作成します。 

 

↓  

８ 入力処理 
変更決定処理で使用する様式のデータの入力・確認・修正を行います。 

 

↓  

９ チェック処理 

様式毎の計算仕様に則り、自動計算項目の再計算及び様式間のデータ転記を一括で行った後 
様式毎のデータ整合性をチェックします。 

各様式の計算仕様につきましては、画面上の計算式ボタンよりそれぞれ参照ください。 

↓  

10 データ出力処理 
仮係数での国報告用のデータを作成します。 

 

 

(次のページに続きます。) 
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11 本係数入力 

国から通知された本係数と新按分率を基礎表Ｘ(その４)、様式Ｚ－４それぞれに入力しま

す。 

 

↓  

12 チェック処理 

様式毎の計算仕様に則り、自動計算項目の再計算及び様式間のデータ転記を一括で行った後 
様式毎のデータ整合性をチェックします。 

各様式の計算仕様につきましては、画面上の計算式ボタンよりそれぞれ参照ください。 

  

13 データ出力処理 
本係数での国報告用のデータを作成します。 

 

↓  

14 当年度処理完了 
変更決定処理の完了です。 

 

 

※保険者の処理については、保険者版の「処理の操作手順」をご参照下さい。 

※１～５までが基準保険料率算出前での処理、６～１０までが仮係数での申請処理、１１～１４までが本係数での 

 申請処理となります。 
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３．変更決定処理メニューの説明 

 

№ 説      明 

① 現在設定されている年度等の情報を表示します。 

②
③ 

②実行する処理と③処理進行状況は連動しています。 

実行する処理は、ボタンをクリックした時に実行される処理を選択し、処理進行状況は、現在何を行わなけれ

ばいけないのかを示しています。 

実
行
す
る
処
理 

集 計 処 理 保険者データの集計を行います。 

入 力 処 理 データの入力を行います。 

チ ェ ッ ク 処 理 様式毎にデータの整合性をチェックします。 

印 刷 処 理 登録結果を様式毎に印刷します。 

計 算 式 各様式の計算式仕様を表示します。 

処
理
進
行 

状
況 

集 計 処 理 水色で表示されている時に、集計処理を実行して下さい。 

入 力 処 理 水色で表示されている時に、入力処理を実行して下さい。 

チ ェ ッ ク 処 理 
水色になりましたら、チェック処理を行って下さい。 

※同時に全様式の再計算を実施します。 

データ出力処理 水色で表示されている時に、国報告用のデータを作成して下さい。 

当年度処理完了 水色で表示されると、当年度の処理は全て完了です。 

① 

② 

④ ③ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 
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④ 

各ボタンについて 

連動基礎表<(その２)都道府県> 連動基礎表<(その２)都道府県>の処理を実行します。 

基礎表Ｘ（その３） 基礎表Ｘ（その３）の処理を実行します。 

基礎表Ｘ（その４） 基礎表Ｘ（その４）の処理を実行します。 

基礎表Ｙ<(その３)集計表> 基礎表Ｙ<(その３)集計表>の処理を実行します。 

様式第３－３ 様式第３－３の処理を実行します。 

様式第３－４ 様式第３－４の処理を実行します。 

様式第６ 様式第６の処理を実行します。 

様式第２ 様式第２の処理を実行します。 

様式ＣＡ 様式ＣＡの処理を実行します。 

様式ＣＢ 様式ＣＢの処理を実行します。 

様式ＣＣ 様式ＣＣの処理を実行します。 

様式Ｚ－２（附表） 様式Ｚ－２（附表）の処理を実行します。 

様式Ｚ－２ 様式Ｚ－２の処理を実行します。 

様式Ｚ－３ 様式Ｚ－３の処理を実行します。 

様式Ｚ－４ 様式Ｚ－４の処理を実行します。 

様式第１ 様式第１の処理を実行します。 

処理の操作手順 当マニュアルを表示します。 

保険者処理 

保険者様式の処理を行うことができます。 

※保険者様式の操作は保険者メニュー内の処理の操作手順を参照して下さ

い。 

集計保険者選択 集計処理を行う保険者の選択画面を表示します。 

国報告用データ入出力処理 申請データ作成画面に切り替わります。 

保険者様式選択一覧 保険者毎に選択されている様式の一覧を表示します。 

保険者進行状況一覧 保険者毎の処理進行状況を表示します。 

一括処理 実行する処理で選択された処理を、全様式一括で処理します。 

終了 メインメニューに戻ります。 

⑤ 保険者処理 

受付けた保険者の処理がチェック処理まで終了している場合は 

「完了」、チェック処理まで終わっていない場合は「未完了」と表示されま

す。集計処理をかける場合は必ず集計対象となる保険者の処理がチェック処

理まで終わっていなければなりません。「未完了」の時に、集計した場合 

入力処理と印刷処理は行えます。チェック処理とデータ作成は集計が終わっ

ていないので作成できません 

⑥ 集計日 集計処理を実施した日付を表示します。 

⑦ 最終印刷日 集計表を印刷した日付を表示します。 

 

 



7 
 

 

（１）実行する処理と処理進行状況について 

  ①実行する処理は、各様式のボタンをクリックした時に実行される処理を選択し、処理進行状況は現在何の 

処理を行えばよいのかを示すものです。 

  ②実行する処理と処理進行状況は連動しており、処理進行状況が示す処理（水色で表示されている処理） 

よりも先の処理を、実行する処理で選択することはできません。 

処理進行状況 選択できる処理 説      明 

集計処理 

集計処理 

入力処理 

印刷処理 

計算式 

集計処理が水色で表示されている場合は、一括処理ボタンをクリックして都道

府県の集計表を作成して下さい。 

入力処理 

集計処理 

入力処理 

印刷処理 

計算式 

入力処理が水色で表示されている場合は、保険者データの集計が完了している

ことを示しています。 

データ入力を行ってください。 

チェック処理 

集計処理 

入力処理 

チェック処理 

印刷処理 

計算式 

チェック処理が水色で表示されている場合は、国報告用データの入力が完了し

ていることを示しています。 

チェック処理を行って、データの整合性を確認してください。 

 

データ出力処理 

集計処理 

入力処理 

チェック処理 

印刷処理 

計算式 

データ出力処理が水色で表示されている場合は、全ての国報告用データが整っ

ていることを示しています。 

国報告用データを作成して下さい。 

 

当年度処理完了 

集計処理 

入力処理 

チェック処理 

印刷処理 

計算式 

当年度処理完了が水色で表示されている場合は、当年度における変更決定の処

理が完了したことを示しています。 

※保険者での処理については、保険者版の説明をご参照下さい。 
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４．保険者処理を完了させるには 

（１）メニュー内の「保険者進行状況一覧」から進行状況を確認して下さい。 

  

（２）基本的に保険者の申請データを受付けた時点で、その保険者は処理完了となりますが、保険者データの 

入力画面を開いたりすると、その保険者は処理完了していない状態になります。 

   そのような場合は、その保険者においてチェック処理まで完了させて下さい。 

   ※データを受付けた時点で、その保険者は処理完了となりますが、保険者の画面を開いて登録した時点で、 

進行状況は入力処理まで戻ってしまいます。 
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５．保険者のデータを受付けるには 

 

（１）保険者の申請データを受付けるには、都道府県のメニューから「保険者処理」ボタンをクリックして、保 

   険者処理メニューに切り替えてから、「データ入出力処理」ボタンをクリックします。 

※都道府県メニューのデータ入出力処理は、厚生労働省に報告する為の処理なのでお間違いのないよう 

ご注意ください。 

※保険者データの受付けは、保険者にて作成した申請様式は常に全てを受付けるようにして下さい。 

№ 説      明 

① 
該当年度が設定されています。年度を切り替えるには、コクホ・ライン総合管理メニューにて処理年度を変更

してください。 

② 
「圧縮ファイル」は、初期値でチェックされており、変更不可となります。 

  

③ 

データの入出力に使用するドライブを選択します。 

・「ファイルの選択」ボタンよりファイルを指定します。 

【補足】圧縮ファイルのファイル名は下記参照 

④ 
申請データを受付ける場合は、入力処理を選択して下さい。 

※出力処理は、都道府県版では保管されている保険者データ出力に使用します。 

⑤ 基準保険料率算出前は「基準保険料率確定前」、基準保険料率算出後は「全様式」を選択して下さい。 

⑥ 市町村合併対応版の場合のみ表示されます。 

⑦ クリックすると、設定された条件で申請データを入出力します。 

 【補足】圧縮ファイルのファイル名について 

  圧縮ファイルにチェックを入れた場合、取り扱いファイル名は下記の通りになります。 

   ファイル名 ： chk○○□□□△△△△.lzh 

             ○○  ・・・ 都道府県番号 

             □□□ ・・・ 保険者番号 

             △△△△・・・ 西暦年度 

 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 

⑦ 

⑥ 
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（ⅰ）クラウド運用の場合のデータ受付方法について 

    ※スタンドアロン運用の場合においても、下記フォルダに報告データを格納することでこちらの受付方法

もご利用いただけます。格納先：コクホ・ラインのインストール先ドライブ＞KLWEB＞KLWORK＞UPLOAD 

 

■基準保険料率算出前にデータを受付ける場合 

  

① 入出力処理の設定で「入力処理」ボタンをクリックします。 

 ②様式別の設定で「基準保険料率確定前」に切り替えます。 

③各条件が設定できましたら、「設定された条件で実行します」ボタンをクリックして下さい。 

下図の確認ダイアログが表示されますので、「はい」ボタンをクリックして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

① ③ 

② 
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 ④下図画面が表示されますので選択チェックボックスに読み込む保険者にチェックを入れ「読込開始」ボタン 

をクリックします。 

 

⑤下図の確認ダイアログが表示されますので、「OK」ボタンをクリックして下さい。 

 
⑥処理が実行され下図の確認ダイアログが表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

以上でデータの受け取り作業は終了です。 

 

 

読込む保険者にチェックします。 

全保険者を選択することができます。 
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【保険者データの基準保険料率該当項目に０以外の数値が入力されていた場合】 

  基準保険料率算出前の保険者からのデータに基準保険料率該当項目に０以外の数値が入力されていた場合、 

  需要額算出結果が間違った値になってしまうため、その保険者のデータは受付けることができません。 

  受付けることができない保険者がいた場合、下図の確認ダイアログの表示後に、チェック結果の一覧が表示さ 

れます。 

 

 

 

 

  内容を確認し、データの修正を行って下さい。 
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■基準保険料率算出後にデータを受付ける場合 

 

 ①入出力処理の設定で「入力処理」ボタンをクリックします。 

 ②様式別の設定で「全様式」に切り替えます。 

③各条件が設定できましたら、「設定された条件で実行します」ボタンをクリックして下さい。 

下図の確認ダイアログが表示されますので、「はい」ボタンをクリックして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ③ 

② 
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④下図画面が表示されますので選択チェックボックスに読み込む保険者にチェックを入れ「チェック開始」ボタン 

をクリックします。 

 

⑤下図の確認ダイアログが表示されますので、「はい」ボタンをクリックして下さい。 

 

 

 

読込む保険者にチェックします。 
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 ⑥チェックが開始され、チェック結果が表示されます。 

 
 ⑦「確認」ボタンをクリックすると保険者毎にチェックをかけた項目の詳細な数値を確認できます。 

 

⑧チェックが完了すると、「読込開始」ボタンがクリックできるようになるので、チェック結果が「○」の 

保険者のみを選択し、「読込開始」をクリックします。 

 

 

チェック結果が表示されます。 
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⑨下図の確認ダイアログが表示されますので、「OK」ボタンをクリックして下さい。 

 

 
以上でデータの受け取り作業は終了です。 

 

【チェック結果が×の場合に読込を完了させる場合】 

   チェック結果が×の場合においても読込を完了させることができます。 

   チェック後、「読込み開始」のボタンがクリックできるようになるため、「読込開始」をクリックします。 

   下図のメッセージが表示されるため、「ＯＫ」をクリックすると読込が開始されます。 

 

   ※読込が完了すると、需要額を算出する様式第３－３、３－４の数値が変化します。 

    それに伴い、基準保険料率の算出結果も変化します。 
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（ⅱ）スタンドアロン運用の場合のデータ受付方法について 

  市区町村様からメール等で申請データが送られてきている場合は、ご利用端末の任意のフォルダにファイルを 

保存しておくことで、そちらからデータを受付ける事が可能です。 

 

■基準保険料率算出前にデータを受付ける場合 

  

①「ファイルの選択」ボタンよりファイルの保存先を指定します。ボタンを押すと、下図のような参照画面が表
示されますので、ファイルの保存されているフォルダを指定します。 

   

②入出力処理の設定で「入力処理」ボタンをクリックします。 

② 様式別の設定で「基準保険料率確定前」に切り替えます。 

② ④ 

③ 

①  
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④各条件が設定できましたら、「設定された条件で実行します」ボタンをクリックして下さい。 

下図の確認ダイアログが表示されますので、「はい」ボタンをクリックして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 ⑤下図画面が表示されますので選択チェックボックスに読み込む保険者にチェックを入れ「読込開始」ボタン 

をクリックします。  

  

⑥下図の確認ダイアログが表示されますので、「OK」ボタンをクリックして下さい。 

  

読込む保険者にチェックします。 

全保険者を選択することができます。 



19 
 

 

⑦処理が実行され下図の確認ダイアログが表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

以上でデータの受け取り作業は終了です。 

 

【保険者データの基準保険料率該当項目に０以外の数値が入力されていた場合】 

  基準保険料率算出前の保険者からのデータに基準保険料率該当項目に０以外の数値が入力されていた場合、 

  需要額算出結果が間違った値になってしまうため、その保険者のデータは受付けることができません。 

  受付けることができない保険者がいた場合、下図の確認ダイアログの表示後にチェック結果の一覧が表示さ 

れます。 

 

 

  内容を確認し、データの修正を行って下さい。 
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■基準保険料率算出後にデータを受付ける場合 

 

①「ファイルの選択」ボタンよりファイルの保存先を指定します。ボタンを押すと、下図のような参照画面が表
示されますので、ファイルの保存されているフォルダを指定します。 

  

②入出力処理の設定で「入力処理」ボタンをクリックします。 

 ③様式別の設定で「全様式」に切り替えます。 

④各条件が設定できましたら、「設定された条件で実行します」ボタンをクリックして下さい。 

下図の確認ダイアログが表示されますので、「はい」ボタンをクリックして下さい。 

 

 

 

 

 

 

② ④ 

③ 

① 
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⑤下図画面が表示されますので選択チェックボックスに読み込む保険者にチェックを入れ「チェック開始」ボタ  

ンをクリックします。 

 

⑥下図の確認ダイアログが表示されますので、「はい」ボタンをクリックして下さい。 

 

 

 

読込む保険者にチェックします。 
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⑦チェックが開始され、チェック結果が表示されます。 

 
  

⑧「確認」ボタンをクリックすると保険者毎にチェックをかけた項目の詳細な数値を確認できます。 

 

チェック結果が表示されます。 



23 
 

 

⑨チェックが完了すると、「読込開始」ボタンがクリックできるようになるので、チェック結果が「○」の 

保険者のみを選択し、「読込開始」をクリックします。 

 

⑩下図の確認ダイアログが表示されますので、「OK」ボタンをクリックして下さい。 

 

 
以上でデータの受け取り作業は終了です。 

 

【チェック結果が×の場合に読込を完了させる場合】 

   チェック結果が×の場合においても読込を完了させることができます。 

   チェック後、「読込み開始」のボタンがクリックできるようになるため、「読込開始」をクリックします。 

   下図のメッセージが表示されるため、「ＯＫ」をクリックすると読込が開始されます。 

 

   ※読込が完了すると、需要額を算出する様式第３－３、３－４の数値が変化します。 

    それに伴い、基準保険料率の算出結果も変化します。 
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６．保険者データを集計するには 

 

集計処理は、処理進行状況が集計処理以降の状態で実行可能です。 

全保険者データを集計して、都道府県の集計データを作成する処理です。 

集計対象の全保険者の処理はチェック処理まで完了していなければなりません。 

もし集計対象の全保険者の処理が一つでもチェック処理まで完了していない場合は 

保険者処理の欄が「未完了」と表示されます。その場合は全保険者の処理をチェック処理まで 

完了させて下さい。 

報告の上がってきた保険者のみ集計を取りたい場合は「★一部の保険者データを集計するには」を 

ご参照ください。 

 

 

（１）受付けを行なった保険者を集計する設定をします。 

①保険者処理が完了になっている事 

 を確認し、「集計保険者選択」ボタ 

 ンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②集計を行う保険者を選択します。 

 選択ができましたら、「登録終了」  

ボタンをクリックして閉じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こちらをクリ

ックします。 

集計を行う保険者を選択します。 
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（２）保険者処理が「完了」になっている事をご確認下さい。 

実行する処理の「集計処理」、処理進行状況の「集計処理」が選択されていることを確認後「一括処理」 

ボタンをクリックします。 

 

 

（３）「一括処理」をクリックします。 

   「集計処理」のダイアログボックスが表示されます。「ＯＫ」をクリックします。 

 

 

① 下図の確認ダイアログが表示されますので、「OK」ボタンをクリックして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険者処理が完了になって

いる事をご確認下さい。 

「一括処理」ボタンを

クリックします。 
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（４）集計処理が完了すると「処理進行状況」は「入力処理」が水色に、「実行する処理」は「入力処理」が選択 

   されます。 

 

※申請する全ての保険者の処理が完了していなくても、集計したい保険者のみ選択して集計する 

こともできますが報告には適していません。厚生労働省へ報告する場合は、申請する全ての 

保険者処理を完了させ、全ての保険者を選択した上で集計してください。 

 

入力処理が水色に 
なります。 
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★一部の保険者データを集計するには 

（１）全保険者でなく現在報告データの上がっている保険者のみ集計を行いたい場合ご使用ください。 

実行する処理は「集計処理」が選択され、処理進行状況は「集計処理」となっている事を確認後 

「集計保険者選択」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）集計処理を行いたい該当保険者にチェックをつけ、「登録終了」ボタンをクリックします。 

×印以外（空白）の保険者はチェック処理まで終了している保険者となります。 

必ず集計処理を行いたい保険者はチェック処理まで完了させてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こちらをクリック 

します。 

集計を行いたい保険者

を選択します。 

選択ができましたら、 
「登録終了」ボタンをク

リックします。 
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（３）「一括処理」をクリックします。 

   集計処理ダイアログボックスが表示されますので「ＯＫ」をクリックします。 

 

「集計保険者選択」で選択した対象保険者の集計処理が完了しました。 

「処理進行状況」は「入力処理」が水色に、「実行する処理」は「入力処理」が選択されます。 
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７．入力処理を行うには 

（１）実行する処理の「入力処理」、処理進行状況の「入力処理」が選択されている事を確認後対象の様式のボタン

をクリックします。 

 

 

（２）入力画面が表示されますので必要な項目（白色・青色項目）にデータを入力します。 

データ入力後画面最下部の「データの登録」ボタンをクリックした後「戻る」ボタンをクリックし 

メニューに戻ります。 

 

※様式Ｚ－４または様式第１を登録した時点で、入力処理は終了したものと判断しております。 

※項目色について 

白項目・・・入力項目 

  青項目・・・データ転記にて数値がセットされる項目（入力可） 

  黄項目・・・計算ｏｒ転記項目（入力不可） 

 

入力処理を選択します。 

対象の様式を 
クリックします。 

「データの登録」ボタン

をクリックします。 



30 
 

 

【データ入力時の注意事項】 

■基礎表Ｘ(その４) 

 様式内に「仮係数」と「本係数」欄が設けてあります。 

  １）仮係数での申請時には「仮係数」および「本係数」欄には同一の数値を入力します。 

  ２）本係数の通知後、「本係数」欄のみ通知された数値に変更して下さい。 

 

■様式Ｚ－４ 

 新按分率の通知後、 様式内の「新按分率（後期分）」の初期値から通知された数値に変更してください。 

 

 

 

【※ 入力注意事項について】 

 

１．入力文字に関する注意事項について 

文字入力項目（備考欄）について以下の文字が禁則文字扱いとなり、入力できない仕様となっています。 

  ①半角シングルクォーテーション（‘） 

  ②半角ダブルクォーテーション（“） 

  ③半角セミコロン（;） 

  ④半角カンマ（,） 

 

２．入力文字に関する注意事項について 

  数値入力項目には桁数入力制限があります。 

   ①白色項目：12 桁 

   ②黄色項目：12 桁 

   ③青色項目：12 桁 

 

 上記桁数を超えた入力を行うと下図のエラーメッセージ（value too long type character warning･･･） 

が表示されますので、項目の桁あふれを確認下さい。 
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８．データの整合性をチェックするには 

 

 （１）“チェック処理”とは、データ整合性をチェックする処理です。チェック結果は画面・印刷で 

   それぞれ確認することができます。 

チェック方法は、全様式一括で行うことができます。 

①全様式一括チェック 

・「一括処理」ボタンをクリックして下さい。様式毎の計算仕様に則り、自動計算項目の再計算及び様式 

間のデータ転記を一括で行った後、全様式の整合性をチェックします。 

②特定様式のチェック 

・各様式の入力画面から「データチェック」ボタンをクリックし、チェックを行う事ができます。 

 （※実行する処理が「入力処理」の場合のみ） 

 

※処理進行状況が「入力処理」のみ水色の時にチェック処理を行った場合、確認画面が表示されます。 

     「チェック処理」に処理を進めるための様式名が記載されているため、「OK」ボタンをクリックし、 

記載された様式の入力処理を完了させて下さい。 

 
 

 

「チェック処理」を 
選択して下さい。 

入力処理とチェック処理が 

水色になります。 

「一括処理」ボタンを 
クリックして下さい。 
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（２）「エラーチェック内容表示（様式別エラー有無）」画面が表示されます。 

各様式のエラー有無を表示します。 

 

 

（３）エラー有無の確認後、エラーの詳細を確認します。 

各様式のエラー内容を確認する場合は「内容(○含む)」もしくは「内容(×のみ)」ボタンを目的に応じてク

リックします。 

   

全様式のエラー箇所だけを確認したい 

場合は、こちらを選択します。 

エラー内容を 

確認したい場合は、 

こちらを選択します。 

全様式のエラー内容を確認したい場

合は、こちらを選択します。 
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（４）いずれかの内容確認を選択すると「チェック結果」が表示されます。 

チェック内容を確認後、「印刷」もしくは「×」ボタンをクリックします。 

 

① 整合性チェックの内容です。 

② エラーコードを表示します。 

③ 現在表示されているチェック対象の様式名が表示されます。 

④ 整合性チェックの内容を表示します。 

⑤ チェック結果の左辺を表示します。 

⑥ チェック結果の右辺を表示します。 

⑦ 整合性チェックの結果を表示します。 

⑧ チェック結果を印刷します。 

 

 

こちらの＃０２４には、年月日が入らなければならないのに、値が入っていないという事で 

チェックの結果がエラーになっています。 

従って、再度＃０２４を確認する必要があります。 

② 
① 

Check！ 

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

⑧ 

Check！ 
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（５）エラーチェック内容表示画面に戻りますので「終了」ボタンをクリックします。 

チェック完了画面が表示されます。 

データ修正を行う場合は何もチェックせず「終了」ボタンをクリックします。（次頁へ進む） 

チェックが完了した場合はチェックボックスにチェックします。 

 

チェックボックスにチェックをして「終了」ボタンをクリックします。 

 

 

 

チェックボックスに

チェックをいれます。 
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（６）エラーがあった場合は、実行する処理で「入力処理」が選ばれていることを確認し、エラーの有る様式を 

クリックします。画面最下部の「データチェック」ボタンをクリックするとエラー該当箇所の項目番号横 

に「ＥＲＲ」と表示されます。（プレビュー画面も表示されます。） 

（複数あった場合は最初のエラー箇所にカーソルが移動しています。） 

 

（７）データを修正後、画面最下部の「データの登録」ボタンをクリックし、その後「戻る」ボタンをクリック 

し、メニューに戻ります。 
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９．様式を印刷するには 

（１）都道府県様式の印刷を行うには、集計処理が終了している必要があります。 

   処理進行状況が集計処理以降なっていることを確認し、実行する処理で印刷処理を選択して印刷を 

   行って下さい。 

（２）様式を印刷する方法は三通りあります。 

① 集計様式のボタンを直接クリックして、様式毎に印刷する。 

② 「一括処理」ボタンをクリックして、全様式を一括で印刷する。 

③ 各様式のボタン横にあるチェックボックスで、印刷したい帳票を複数選択し、「選択処理」ボタンをクリ

ックして印刷する。 

印刷処理を選択します。 

印刷処理を選択します。 

③ 
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（３）最後の様式を印刷した時点で、印刷処理は終了と判断しています。 

    

 

 

★ 保険者処理が未完了で集計したときは、処理進行状況は集計処理ですが印刷処理は行えます。 

但し、印刷物には「※集計処理を行って下さい。」というメッセージが印刷されますので、 

保険者処理を完了にしてから集計処理を行って下さい。 

 

 

 



38 
 

１０．国への申請データを作成するには 

（１）申請データを作成するには「チェック処理」が終了している必要があります。保険者処理メニューにある 

データ入出力処理は、保険者からの申請データを読込むための処理です。国への申請データを作成するに 

は都道府県メニューの「国報告データ入出力処理」から作成します。 

処理進行状況の「データ出力処理」が水色になっている事を確認後、「国報告用データ入出力処理」を 

クリックします。 

 

 

データ出力処理が水色に 

なります。 

「国報告用データ入出力処

理」ボタンをクリックします。 



39 
 

 

（２）データ入出力処理メニューが表示されます。 

（３）「設定された条件で実行します」ボタンをクリックして下さい。 

①下図の確認ダイアログが表示されますので、「はい」ボタンをクリックして下さい。 

 

②下図が表示されます。下向き矢印ボタンをクリックし「保存」ボタンをクリックします。 

   ※保存先はダウンロードフォルダとなります。 

 

※「保存」を選択すると、ダウンロードフォルダに格  

納されます。 

指定のフォルダに保存したい場合は「名前を付けて 

保存」を選択し、任意のフォルダに保存します。 

 
 
 
 
 
以上で出力処理は完了です。 

「設定された条件で 
実行します」ボタンを 
クリックして下さい。 
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【補足】 

 保険者のエラーチェック処理にて、１つでもエラーが残っていると下図の確認メッセージが表示されます。 

エラー原因が確認できている場合は、「いいえ」をクリックしてそのままデータを出力してください。 

 それ以外の場合は、「はい」をクリックしてエラー確認後、出力の可否をご判断下さい。 

 

 

※調交システムでは、メール添付による報告を考慮して、報告ファイルを圧縮し一つの 

ファイルとしています。ファイル名は次の通りです。 

事 業 名 ファイル名 備      考 

交付決定 ＣＴ○○○○××．ＬＺＨ 

・ ファイル名の“○○○○”は対象年度を西暦４桁で表記し
たものが入り、“××”は都道府県番号２桁が入ります。 

令和７年度・都道府県番号５０であれば、 

“ＣＫ２０２５５０．ＬＺＨ”となります。 

保険基盤 ＣＨ○○○○××．ＬＺＨ 

未就学児 ＣＭ○○○○××．ＬＺＨ 

産前産後 ＣＳ○○○○××．ＬＺＨ 

保健事業 ＣＪ○○○○××．ＬＺＨ 

変更決定 ＣＫ○○○○××．ＬＺＨ 
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１１．当年度処理完了 

 

処理進行状況の「当年度処理完了」が水色になりましたら、当年度の変更決定処理の完了です。 

 

当年度処理完了が水

色になりました。 
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【本係数通知後の処理について】 

 仮係数でのデータ提出後、提出データを基に国で本係数および新按分率の算出を行い、結果が通知されます。 

通知された数値を基礎表Ｘ(その４)および様式Ｚ－４に入力し、再計算を行って報告データを提出します。 

下図は仮係数での処理が完了した状態となりますので、ここから作業を再開します。 

 

１）基礎表Ｘ(その４)および様式Ｚ－４への入力 

 データの入力を行うには、実行する処理は「入力処理」を選択し、「基礎表Ｘ(その４)」および「様式Ｚ－４」の

入力画面を開きます。 

 

 

・基礎表Ｘ(その４) 

①様式の入力画面を表示します。 

②本係数の当年度分に通知の数値を入力し、「デ 

ータの登録」ボタンで確定して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

入力処理を選択します。 

こちらの２様式の数値を変更します。 

医療分、後期分、介護分をそれぞれ入力します。 
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・様式Ｚ－４ 

①様式の入力画面を表示します。 

②新按分率欄に通知の数値を入力し、「データの 

登録」ボタンで確定して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）本係数データの再計算と、整合性のチェックを行います。 

  実行する処理を「チェック処理」に切り替えたあと、「一括処理」ボタンをクリックしてください。 

  処理内容は仮係数時のエラーチェックと同様となりますので、詳しくは「８．データの整合性をチェックする 

  には」をご参照下さい。 

 

「チェック処理」を 
選択して下さい。 

入力処理とチェック処理が

水色になります。 

「一括処理」ボタンを 
クリックして下さい。 
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３）本係数により更新された様式を印刷します。 

  実行する処理を「印刷処理」に変更し、必要な様式を印刷して下さい。 

  詳しい印刷方法は「９．様式の印刷を行うには」をご参照ください。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）本係数により更新されたデータを作成します。 

 「国報告用データ入出力処理」から国への申請用データを作成して下さい。 

 処理内容は仮係数時と同様となりますので、「１０．国への申請データを作成するには」をご参照下さい。 

 提出が完了しましたら、これで、当年度変更決定の処理は全て終了です。お疲れ様でした。 

 

データ出力処理が 

水色になります。 

「データ入出力処理」 

ボタンをクリックします。 

「印刷処理」を選択して下さい。 
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１２．保険者毎の使用する様式設定を確認するには 

（１）都道府県メニューから「保険者様式選択一覧」ボタンをクリックして下さい。 

 

（２）保険者処理様式選択一覧がプレビューで表示されます。 

   必要に応じて印刷下さい。 

   ※様式欄の”○”は、その保険者において使用する様式として選択されていることを示します。 

 

 

こちらをクリック 

します。 
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